
要　旨
崇城大学は生き残りを目指して、2010 年に教育刷新プロジェクトに着手し、翌年 4月から

SEIP（Sojo Educational Innovation Project）-Ⅰを開始した。その後も 13 年に中長期計画（内
容変更なしで 18 年から第 2期）、19 年に SEIP-Ⅱ、23 年に第 3期中長期計画を実施してきた。
本学の教育改革は他大学に比べて少々遅れたスタートではあったが、それは決してマイナス
ではなく、改革先行大学の内容と成果、および問題点を評価分析して、できること必要なこ
とを峻別し、スピード感をもって推進できるはずであった。
しかし SEIP-Ⅰ・Ⅱ、中長期計画のいずれにおいても、その実施評価の検証をおこなわず、

PDCAサイクルを回せない、回さない、PDPDサイクルに陥った。その原因は、本学の立ち
位置を明確にしないまま、改革の目的、方針、実施計画等の文言作成で満足したこと、教育
行政専任の教職員が所属する改革推進組織を設置せず、実施主体が教職員個々人や学科任せ
であったこと、つまり組織的な運用と点検評価体制を構築せず、情報の一元化と共有化とを
図らなかったことなどにある。
いま必要なことは、本学の立ち位置を明確にし、中長期計画と SEIP-Ⅰ・Ⅱとを評価検証
することであり、補助金目当ての施策、流行や目先の成果だけにとらわれず、粘り強い持久
力をもって改革に取り組む持続可能な体制づくりとその運営である。
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１．はじめに

大学教育は、戦前のエリート教育から戦後の
新制大学の発足に始まるマス教育を経て、ユニ
バーサル化の段階を迎えている。現在は、18
歳人口の減少、学生の学修履歴や基礎学力の多
様化、高等学校教育の多岐・複雑化、学生と保
護者、そして社会のニーズの変化などによって、
大学は「個性化、多様化」に向かい、学士課程

教育段階では大学の位置づけや期待される役割
と機能を明確にした教育方針、そしてその方略
を展開し「21 世紀型市民」1）を育成すること
になっている。
1971 年、大学のマス化に対する改革構想で
ある「今後における学校教育の総合的な拡充整
備のための基本的施策について」2）、いわゆる
「四六答申」があった。これは①高等教育機関
の多様化政策である種別化構想（大学〈総合領
域、専門体系、目的専修〉、研究院〈博士課程〉、
大学院〈修士課程〉、短期大学〈教養、職業〉、
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高等専門学校）をはじめとし、②教育と研究の
分離、③経営と部局の分離、④ FD・SD、⑤共
通テストなどの重要性が唱えられ、現在の高等
教育政策につながっている、と評価される。
1991 年には大学設置基準の大綱化 3）が示さ
れ、①科目区分の廃止、総単位数（124 単位）
のみ規定、②教員組織の弾力化、一般教育課程、
教養部の廃止、③学位に付記する専攻分野の名
称の自由化、④自己点検・評価の努力義務など、
全面的な改正がおこなわれた。これはマス化の
なかで多様なニーズに対応するために、高等教
育の個性化・多様化への要請があり、それに応
じた規制緩和であった。
これを契機として、教育課程の編成は各大学

の独自性が認められ、多様な教育を目指す改革
が始まった。現在注視されている教育の質保証
とその自己点検・評価は、すでに大綱化から努
力義務となり、1999 年からは義務化され、
2004 年からは中期目標・中期計画を立て、認
証評価機関による認証評価を受審することに
なっている 4）。
また 18 歳人口は 1992 年以降減少に転じ、入

学定員の充足率は大学にとって重大な関心事と
なった。そのため 1990 年代から大学改革、教
育改革に着手した大学は存在したが、その必要
性は認識できても個々の大学の特有の事情で着
手できなかった大学は少なくなかったとみられ
る。
その状況を憂慮し改革の促進を図るためなの

か、文部科学省は実績をあげている学生教育の
質の向上への取組を、さらに発展させた特色あ
る優れた取組に対して、財政的な支援（競争的
資金）をおこなう「特色ある大学教育支援プロ
グラム（特色 GP：Good Practice）」を 2003 年
度から開始した。選定された取組を社会に広く
提供し高等教育全体の活性化を促す、つまり
遅々として進まない教育改革の推進を各大学に
迫ったということになろう 5）。
そしていまや、大学の機能別分化、学士課程

教育の見直し、教育課程の体系化と質保証など
の大学教育の質的転換、つまり教育改革を促す
政策が矢継ぎ早に出され、国策のもとに大学の
教育改革が推進されている、といってよい。

このような状況のなか、今日、教育改革を掲
げない大学は皆無であろう。崇城大学（以下、
本学）も、これまで複数回の改革を実施してき
た。学部・学科の新設、増設、廃止、統合など
の改組もそのひとつであるが、本稿ではそれら
を除いて近年おこなわれてきた教育改革の実施
状況について振り返っておきたい。それは、一
時期ではあるが本学の教育改革に携わった一員
としての筆者の責務であり、本学が今後も教育
改革を推進する上で、これまでの経緯をまとめ
ておくことは、少なからず有益と考えるからで
ある。
なお筆者の知る限りにおいて、本学の一連の
大学改革、教育改革を整理した略年表（【表
1】）を以下に参考として掲載しておこう。

【表 1】崇城大学教育改革関連略年表
年　月 事　　項
2010.1 EIワーキンググループ
2011.4 SEIP-Ⅰ　第 1次教育改革
2013.4 第 1 期中長期計画
2013.6 将来構想ワーキンググループ
2016.9 教育改革ワーキンググループ
2018.4 第 2 期中長期計画（第 1期の延長）
2019.4 SEIP-Ⅱ　第 2次教育改革
2022.　 教学マネジメントワーキンググループ
2023.4 第 3 期中長期計画

２．第1次教育改革SEIP-Ⅰ（2011年4月）

教育改革の必要性といっても大学によって事
情は異なるが、ユニバーサル化と 18 歳人口減
少のもとでの多様な入学者選抜方法、それにと
もなう入学定員の確保は、多くの大学にとって
深刻な問題となっている。その解決の手段のひ
とつとして、各大学では教育システム全般の改
革、とくに教育の質保証（内部質保証と外部質
保証、教学マネジメント、学修成果の可視化な
ど）とその実効性、中期目標・計画の策定と達
成などに心血を注ぐことになったのである。
当時、理事長・学長（現、学園長）であった
中山峰男（以下、中山レポート）によると 6）、
本学教育改革の基本的な方針は、
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18 歳人口の減少問題に立ち向かうために
は、数多くの大学の中で、明らかに違う大
学、独自の内容・価値を有し、条件が厳し
くても入学したい強い大学にならなければ
勝ち残りは厳しい。そのためには、本学独
自の教育システムの確立が、受験生や社会
から見放されないための一番重要な対策

であった。つまり本学が生き残るためには、傍
線部にあるように、既存と常識にとらわれない
本学独自の新たな教育システムを構築し、それ
を確実に実行しなければならない、ということ
である。
2010 年 1月、若手教職員を中心とする学長直

属の「EI（Educational Innovation）ワーキング
グループ」（以下、EIWG）が発足し、1年間の
議論を経て 12 月に答申があった 7）。これによ
ると、学生の質を社会に貢献できるように保証
してブランド力を向上させ、学生募集に広くつ
なげるため「豊かな人間力と本物の実践力を有
する人材の育成」を目指す「崇城大学教育刷新
プロジェクト」SEIP（Sojo Educational Innovation 
Project、のちに SEIP-Ⅰ）がまとめられ、翌年
4月からの開始が決定した。これを便宜上、第
1次教育改革と呼称する。
答申によると、本学の抱える問題を「学生側

の問題」「教員側の問題」「システムの問題」の
3項目に分類し、まずその検証から始めている。
当時の重要な現状認識であり、広範でかつ核心
的な問題点についてデータをもって忌憚なく指
摘し、改革への意気込みが伝わってくる。しか
もほとんどが現在でも問題となっている事項で
もあるため、数値データを除いて紹介しておき
たい。
なお、以下の問題点の二重線部分は、現状調

査と分析した結果の裏付け資料を提示し、二重
線以外の項目は調査するまでもない周知の事実、
としている。
・学生側の問題
（1）入学時の基礎学力不足
（2）修学意識 ･意欲の欠如（無目標お
よび無気力）

（3）就業意識 ･就職意欲の欠如
（4）学力差の拡大

（5）生活習慣の乱れ
・教員側の問題
（1）教育に対する熱意の低下またはス
キルの不足

（2）研究に対する熱意の低下またはス
キルの不足
・両極端（研究 ･教育両面への注力型
あるいは諦め型：（1）と（2）の該
当者は重複する場合多し）
・卒業研究の実態が不透明（学科教員
間で大きな格差）

（3）各学科のディプロマ・ポリシー
（どのような学生に育て上げるの
か？）が不明確

（4）FDが個人レベルでの PDCA
・総合教育内、総合教育と専門教育間、
専門教育での関連科目それぞれの連
携不足（コミュニケーション、危機
意識の不足）

（5）学業成績の評価制度に関する規則
違反
・定期試験の受験資格（全体の 2/3 以
上の出席）遵守徹底の欠如
・卒業研究着手要件に対する取り扱い
の不統一（卒研仮着手を認める学科
あり）

・システムの問題
（1）進級要件の形骸化
・実質的に無意味な進級要件（制定し
た教員側の問題）

（2）担任に対するオーバーロード
（3）教育評価制度の欠落（教育業績の
基準が不明確）

（4）人事の不透明性（採用や昇任時に
大学 ･学科のポリシーが不明の場合
あり）

（5）教員と事務職員との連携不足（コ
ミュニケーション、情報分析不足）

（6）各課間の連携不足（縦割り行政）
・例えば、イベント開催に当たり各課
がそれぞれ学科に要求してくるのみ

（7）事務職側の研究軽視
・SDの必要性：研究成果の学外公表
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は大学貢献に繋がっていることへの
認識不足（研究は教員の趣味程度に
思っている場合あり）

（8）保護者への対応の遅れ
これらの諸問題を解決するために、SEIP-Ⅰ
が策定された。その大項目は、
①体・徳・智の三育増進によるグローカル
実践力育成プログラム

②オーダーメード型自立支援プログラム
③教育評価制度、組織改革プログラム
④教職員の FD/SD推進プログラム

の 4項目のプログラムで、2011 年 4 月から実
施することになった。この答申は全教職員に配
布され、以下の説明があったという（傍線部、
（a）～（h）：筆者注、以下同じ）。
①体・徳・智の三育増進によるグローカル
実践力育成プログラム

　1 ）（a）キャリア教育推進センターの新
設
 （b）全学共通キャリア教育の導入

　2 ）スポーツ教育の必修化と徳育教育の
導入

　3 ）専門教育への（c）「先端的研究推進
型」と「実践的課題解決型」の導入と、
それらの卒業研究・卒業実習の科目化

②オーダーメード型自立支援プログラム
　1）（d）チューター制度の導入
　2 ）学期末自己評価チェックシートの導
入

③教員評価制度・組織改革プログラム
　1 ）（e）教育、研究、総務担当副学長体
制の確立

　2 ）（f）教育重点・研究重点教員制度の
導入

　3 ）（g）教育評価制度の導入（教育業績
評価委員会の設立）

④教職員の FD/SD 推進プログラム
　1 ）（h）教職員研修センターの設置
（FD/SD指導のできる専門教職員を配
置）

　2 ）「授業の実践方法」に関する新ガイド
ライン（崇城大学版「授業のやり方」）

このように SEIP-Ⅰは、全学共通のキャリア

教育（リメディアル教育〈とくに数学〉、初年
次教育、キャリア教育の融合）とその組織的な
運用、教育組織の改編・新設、教育行政専門の
教職員雇用など、斬新なアイデアを有したもの
であった。
これらを実施するために、いくつかの前提条
件が設定されている。そのなかで組織的な改編
を必要とすること、例えば、①の「体・徳・智
の三育増進によるグローカル実践力育成プログ
ラム」の中核をなす全学共通のキャリア教育を、
総合教育、学科、就職課の協働で実施するため
には、「キャリア教育推進センター」（社会人教
養部、基礎教育部、事務部から構成）の新設を
必要とした。また④の「教職員の FD/SD 推進
プログラム」の推進には、全学的に FD/SDを
指導できる専門職としての教職員が所属する
「教職員研修センター」の設立を必要とした。
これらはセンターという箱物を設置することが
目的ではなく、総合教育と学科、つまり基礎教
育課程と専門教育課程との連携、教員と職員と
の協働、教育行政専門職の教職員の採用など、
当時の本学の概念をはるかに超えたダイナミッ
クな改革案であった。
そのため第 1次教育改革のこれらのプログラ
ムは、2011 年に完全実施に至ったわけではな
く、実施可能な項目から部分的におこなわれた
ようである。つまり実施案ではなく、実施検討
案の段階にあったといってよい。それは以下に
示す中山レポートのプログラムの概要紹介から
わかることであり、また SEIP-Ⅰの概要が一般
に公表されている唯一の資料であるため、当該
部分を以下に掲載しておきたい。
①体・徳・智の三育増進によるグローカル
実践力育成プログラム
「ローカルなニーズをグローバルに展開
できる実践力」、または「グローバルな
視点を持ってローカルに貢献できる実践
力」を体・徳・智の三育増進により習得
させる教育をおこなう。このため、（a）
キャリア教育推進センターを新設し、プ
ログラムの中核をなす（b）全学共通の
基幹キャリア教育を総合教育、学科、就
職課の協働で実施する。この基幹キャリ
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ア教育と有機的にリンクしながら、（c）
「先端的研究推進型」または「実践的課
題解決型」の専門教育目標を達成できる
ように、各学科の専門カリキュラムも刷
新する。

②オーダーメード型自立支援プログラム
現行の担任制度を見直して（d）全教員
参加のチューター制を導入し、クラス全
体を統括する担任、個別指導するチュー
ターおよび学生支援センターの協働によ
る学生の自立支援体制を構築する。指導
効果の見られない怠学者や間題学生の主
対応は学生支援センターが担当し、担任
の負担を軽減させることで教員の教育・
研究活動の活性化に繋げる。

③教育評価制度・組織改革プログラム
（e）教育・研究の各副学長体制を確立
し、教員の学生指導を活性化させるため
の（f）教育重点教員と研究重点教員の
分業制度を導入する。さらに、教員の教
育改善や意欲の向上を図る目的で新しい
（g）教育業績評価を導入する。

④教職員の FD／SD推進プログラム
総合教育と各学科の協働による「基礎数
学」で、能力別クラスごとに数学検定 3 
級以上の合格目標を設定し、教育版
PDCAを実施する。この組織として
（h）FD指導を行う教員リーダーを決定
し、FD活動の実施例とその成果を示す
ことにより教職員研修の効果的活用に繋
げる。

この中山レポートは 2015 年 8 月の掲載であ
るから、SIEP-Ⅰ開始の 2011 年 4 月から 4年
間が経過しており、検討が尽くされた SIEP-Ⅰ、
つまり当該時点で、第 1次教育改革が実施して
いる内容そのものと理解してよい。

SIEP-Ⅰと中山レポートの傍線部分を比較す
ると、いくつかの修正はあるものの、SEIP-Ⅰ
の大略的な趣旨に変動はない。但し、（a）キャ
リア教育推進センターは新設の意志は窺えるも
のの、現在も設立されていない。また（c）実
践的課題解決型の卒業実習化 8）、（h）教職員研
修センター設立（専門教職員の雇用）について

は、理由は不明だが削除されている。さらに
（e）総務担当副学長配置については、法人マ
ターのため見送られたようである。なお（a）
キャリア教育推進センターと（c）実践的課題
解決型の卒業実習化については、のちの SEIP-
Ⅱでもとりあげられることになる。
さて問題は、これら①～④のプログラムは
個々にどこまで達成できたのか、それらの有機
的な連携は生み出されたのか、できていないと
すればその原因は何か、つまり SEIP-Ⅰの実施
とその成果の自己点検評価である。
2011 年 11 月に、全学的教育改善に関する問
題について議論し、教務委員会等へ提案する教
育担当副学長直下のWG「教育改革推進会議」
が発足し 9）、以後の教育改革に関するWGは
これが正式名称となる。教育担当副学長による
選出者をコアメンバーとし、議論の内容によっ
てはその都度適任者を追加することになってい
た。常識的に考えると、この「教育改革推進会
議」において改革の進捗状況の共有と確認、成
果の検証、問題点の抽出、そして次なる改善な
どがおこなわれるはずだが、寡聞にもその報告
書の存在を知らないし、その形跡も見当たらな
い。どうやら SEIP-Ⅰの点検評価は、実施され
なかったようである 10）。この PDCAサイクル
を回せない、あるいは回さない体質は、現在に
至っても改善されず、本学の改革推進のみなら
ず、通常業務においても大きな障壁となってい
ることを、ここでは指摘しておきたい。

３．第 1期中長期計画（2013年 4月） と
第 2期中長期計画（2018年 4月）

3.1  中長期計画の概要
2013 年 4 月、中長期計画が以下の 9項目に
わたって公表された 11）。

1　はじめに
2　本学が目指す大学像
3　教育力を高める
　3-1　教育の成果に関する目標
　3-2　教育の内容に関する目標
4　研究力を高める
5　社会連携を推進する
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6　大学環境を整備する
7　中期・長期計画の期間
8　中期目標の実行項目と実行組織
　8-1　中期目標の実行項目
　8-2　実行組織
9　おわりに

その目標は、「1 はじめに」に記された「社
会を変革し続ける能力を持つ人材の育成」で
あった。その達成に向けて「8 中期目標の実行
項目と実行組織」には、中期計画を 5年間× 2
期とし、実行細目として以下の 4項目を掲げた。
（1）教育力を高める
　・ 社会人基礎力の陶冶を図る（専門及び
教養）

　・ 起業家精神（フロンティア精神）の育
成を図る

　・ イノベーション、発明発見能力の開発
を図る

（2）研究力を高める
　・ 国際水準の独創的な研究と地域社会に
密着した個性的な研究を推進する

（3）社会連携を推進する
　・ （理工系：筆者注）総合大学としての
特色を活かし、地域社会と連携する

（4）大学環境を整備する
　・ 教育、研究システムの整備を推進する
　・ 財政基盤の確立を図る
　・ 施設・設備の充実を図る

「8-2 実行組織」によると、これらの実施に
あたっては、常任理事会のメンバーで構成する
「中長期計画運営委員会」が新設され、目標ご
とに統括責任者を置き、統括責任者は実施組織
を設置して、実行項目ごとのアクションプログ
ラムを決定することになった。さらにアクショ
ンプログラムの実施には、既設の委員会や新た
に専門部会などを設置して推進する方針が立て
られた。そして「7 中期・長期計画の期間」に
は、第 1期（2013 年 4 月 1 日～2018 年 3 月 31
日）では大方の目標を達成し、第 2期（2018
年 4 月 1 日～2023 年 3 月 31 日）では長期目標
の検証と更なる改革を目指すことが明示された
のである。
以上が 2013 年に公表された中長期計画の概

要であるが、よく理解できない点がいくつか存
在する。以下、それらについて述べておきたい。

3.2  中長期計画の問題
3.2.1  本学の立ち位置
第 1に、この中長期計画には、教育力、研究
力、社会連携、大学環境の整備（教育・研究シ
ステム、財政基盤、施設・設備）など、おおよ
そ大学が担うべき領域とそのための環境設定が
掲げられているが、あまりにも総花的ではない
かということである。もちろん、大学全体の中
長期の計画である以上、理想は高く、そしてあ
まねく述べることは自然ではある。但し、すべ
ての計画を同時におこなうことは、本学の規模
や実情などからみて不可能に近いことも事実で
ある。
現時点（本稿脱稿の 2023 年 9 月末、以下同
じ）でこれらの目標の達成度を評価すると、推
進している項目もあれば、進行半ばで頓挫して
いるものもあり、また手もつけられていないも
のもある。そこには、優先順位の問題があった
のではないだろうか。優先順位の決定要件とし
て、大学の立ち位置の明確化と、構成員による
その認識と共有とがある。これらを無視した目
標の設定と方向性の決定では、計画そのものが
絵空事になってしまう。
中長期的（2005 年以降、2015 年～2020 年頃
まで）に想定される高等教育の将来像（グラン
ドデザイン）と、その内容の実現に向けて取り
組むべき施策を示した 2005 年の「我が国の高
等教育の将来像（答申）」12）によると、新時代
の高等教育は、
それぞれの位置付けや期待される役割・機
能を十分に踏まえた教育や研究を展開する
とともに、（中略）個々の学校が個性・特
色を一層明確にしていかなければならない

とし、その機能の分類として、
①世界的研究・教育拠点
②高度専門職業人養成
③幅広い職業人養成
④総合的教養教育
⑤特定の専門的分野（芸術、体育等）の教
育・研究
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⑥地域の生涯学習機会の拠点
⑦社会貢献機能（地域貢献、産学官連携、
国際交流等）

の 7類型を示した。いわゆる、大学の機能分化
である。大学はこれらの機能を併有するが、保
有する機能や比重の置き方が各機関の個性・特
色となり、各大学は緩やかに機能別に分化して
いくものと予測し、大学は経営戦略を明確化す
る必要があると、2005 年時点で述べている。
また 2013 年、教育再生実行会議は第三次提

言「大学教育等の在り方について」13）におい
て、大学がもつ強みを生かし、大学の多様性や
地域の特性を踏まえた取組がおこなわれる必要
があるとし、新たな機能の分類として、
①世界水準の教育研究の展開拠点
②全国的な教育研究拠点
③地域活性化の中核的拠点

の 3類型を示した。
本学の機能を中長期計画の内容から類別する

と、7類型では①世界的研究・教育拠点、②高
度専門職業人養成、⑤特定の専門的分野（芸術、
体育等）の教育・研究、⑦社会貢献機能（地域
貢献、産学官連携、国際交流等）、3類型では
①世界水準の教育研究の展開拠点、③地域活性
化の中核的拠点、ということになる。問題は先
に述べたように、本学にとって、どの機能に軸
足を置いて経営戦略の柱とすべきかである。端
的に述べると、教育（学士課程、大学院）か、
研究（大学院、教員）か、あるいはその両者か、
ということになる。その点が不明であり、現在
もはっきりとせず、建前としては教育と研究の
双方の機能維持にこだわっている。ただ本学の
実情を現実的に鑑みたとき、その選択肢として、
まずは学士課程の教育に全力を傾注すべきで、
次いで大学院の教育に比重を置くべきであろう。
3.2.2  人材育成の教育手段
第 2に、「1 はじめに」では、社会を変革し
続ける能力を持つ人材の育成のための教育の方
向性として、
（1 ）グローバル時代に対応する社会人基
礎力の養成

（2 ）イノベーション・発明発見能力の錬
磨

（3 ）起業家精神の陶冶
を掲げているが、「3-1 教育の成果に関する目
標」では、
（1）社会人基礎力の陶冶（専門及び教養）
（2 ）起業家精神（フロンティア精神）の
育成

（3 ）イノベーション・発明発見能力の開
発

とあり、教育方向性の順位（イノベーション・
発明発見能力と起業家精神）に変更がある。ま
た「社会人基礎力の養成 → 陶冶」「イノベー
ション・発明発見能力の錬磨 → 開発」「起業家
精神の陶冶 → 育成」のように傍線部に異同が
ある。些細なことかもしれないが、同一文書内
での順番の変更と文言の異同については、何ら
かの意味があるのかどうか、いまだに理解でき
ないでいる。
3.2.3  SEIPの範疇
第 3に、「3 教育力を高める　3-1 教育の成
果に関する目標」の「社会人基礎力の陶冶」に
ついては「SEIP教育の充実と発展」との注記
があり、「1 はじめに」にその育成のために
SEIP教育に着手したともあり、SEIPの範疇が
中長期計画によって全学共通キャリア教育に限
定されたような印象を受けることである。
「起業家精神の育成」については、「1 はじ
めに」に「人づくりとは意欲づくりであり、志
づくりであるという考えに基づく」とあり、ま
た「イノベーション、発明発見能力」について
も、「卒業研究として、既にその原型が存在す
るが、今後はその教育内容の深化（質の向上）
と、更には、アクティブ・ラーニング教育など
各学年での能力開発の浸透を図る」とある。こ
れら両者は教育そのものなのであるが、なぜか
SEIPの対象から外れてしまっている。何らか
の別の思惑があるのかもしれないが、両者は別
の教育プロジェクトで推進するということに
なったのだろうか。しかし詳細は不明で、不思
議に思えてならない。
3.2.4  評価検証
第 4に、これがもっとも重要なことになるが、
この中長期計画の進捗と達成度の点検、および
それらの評価検証である。先述したように、「7 
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中期・長期計画の期間」には、「第 1期では大
方の目標を達成し、第 2期では長期目標の検証
と更なる改革を目指す」とあるが、それらが実
際におこなわれてきたのか判然としない。この
中長期目標の達成のための「8-2 実行組織」を
改めて整理しておくと、
・全体を統括する「中長期計画運営委員
会」

・目標ごとの「統括責任者」
・「統括責任者」のもとで実行項目ごとの
アクションプログラムを決定する「実施
組織」

・アクションプログラムを推進する「既設
委員会」や「新たな専門部会」

という重層的な組織編成がなされている。これ
らの組織には目標達成のプログラム策定、その
実施と推進までは担任するようになっているも
のの、評価担当については明示されていない。
しかし一般的には推進部局が進捗および達成度
を検証・評価するのは当然のことであるから、
その結果を示せるはずである。
中長期計画に関する直近の記述として、2022

年に受審した日本高等教育評価機構による大学
機関別認証評価の際に提出した『自己点検評価
書』14）、同年度の「事業報告書」15）がある。
それらの一部に成果や課題が示されてはいるが、
中長期計画の概要説明に主眼が置かれ、肝心な
各項目に関する検証が乏しく、評価報告として
は不十分といわざるを得ない。
いまひとつ問題なのは、それらの評価報告書

を大学 HPに掲載するだけでは、教職員はその
情報を共有しない、ということである。全体を
統括する「中長期計画運営委員会」、もしくは
目標ごとの「統括責任者」が、データをもとに
年に一度でもよいから全教職員への説明会を開
催することで、中長期目標と教育改革について
の関心や認識が大きく薄れることはなかったは
ずである。

４．将来構想WG（2013年 6月）

2013 年の中長期計画の公表直後に「将来構
想WG」が発足したが、非公式であったようで、
その存在はあまり知られていない。筆者は後述
する第 2次教育改革 SEIP-Ⅱ開始の翌 2020 年
にこのWGの存在を知り、当時のWG長から
答申「崇城大学の 10 年後を描く－魅力溢れる
大学の理想像－」を遅まきながら入手した。本
答申は本学教育改革の初期の動向を伺う記録と
して頗る有益であるため、以下にまとめておき
たい。
このWGの基本方針は、現状分析はせずに
理想像を描くこと、オリジナリティーに溢れる
アイデアを提示しビジュアル的に示すこと、ア
イデア創出を楽しみ悲観的にならないこと、で
あった。そして 4つの切り口（①教育の場とし
ての大学の理想像、②研究環境としての大学の
理想像、③企業体としての私立大学の理想像、
④地域交流の場としての大学の理想像）と、5
つの視点（a教員、b研究者・産業界、c職員、
d保護者＆地域住民、e学生）から検討をおこ
ない答申した。ここではその項目だけを列挙す
るが、筆者がわかりやすい表現に修正した箇所
があることを断っておく。
①教育の場としての大学の理想像
1）徹底した導入教育（PBL式）によっ
て学生の知的好奇心が目覚める大学
（工学部 ･情報学部 ･生物生命学部 ･
薬学部）
2）徹底した導入教育によって学生が創
作意欲に満ち溢れる大学（芸術学部）
3）修学意欲に火が点いた学生同士によ
る自主的勉学を行う大学
4）修学に対して教員と学生の真剣勝負
が成立する大学
5）初年次学生が専門基礎科目に対して
強い学修意欲を抱く大学
6）学部 ･学科を越えた科目履修の自由
度が大きい大学
7）学内インターンシップを実施する大
学
8）大学院進学希望者が定員を上回る大
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学
9）目的意識（本学への憧れ）のある志
願者が殺到する大学

10）カリキュラムマネジメントができる
教学の専門家がいる大学

11）教員の分業化（教育重点教員と研究
重点教員）ができる大学

12）企業提供課題の解決型授業（成功報
酬制）を高次の PBL卒業実習として
実施する大学

13）教育重点教員による実習的専門共通
科目と研究重点教員による多彩な専門
科目で学生の学修意欲を促進する大学

14）各学科の Visiting Researcher（企業、
他大学〈海外含む〉）による PBL型授
業（課題の事業化計画コンテスト）を
展開する大学

15）修学意欲ある学生に対する充実した
サポート体制ができる大学

16）教育情報の電子化・自動化を担う
IR部局の設置で学生情報を有効活用
できる大学

17）優秀学生に対する充実した支援制度
（留学支援、奨学金制度など）ができ
る大学

②研究環境としての大学の理想像
1）互いに尊敬し合える一流の研究者が
大勢いる大学

2）優秀な若手研究者の応募が殺到する
大学

3）研究支援の専門職員がいる大学
4）基礎能力を有し意欲ある学生が研究
室に配属される大学

5）職位による役割が明確になされてい
る大学

6）学科所属事務職員が教員の秘書役を
担える大学

7）応用研究のテーマが豊富で産業界と
の共同研究が盛んな大学

8）研究重点教員と教育重点教員の明確
な区別がある大学

9）研究重点教員は大学院所属の大学
10）各学科に常にVisiting Researcher（企

業、  他大学〈海外含む〉）がいて頻繁
にセミナーを開催する大学
11）頻繁に学会が開催される大学
12）応用研究の中で基礎研究テーマが
次々と創出する大学
13）一定期間、企業の研究者との内地交
換留学制度がある大学
14）若手教員が研究に没頭できる大学
15）コンピュータシミュレーションのプ
ロ集団がいる大学
16）高機能設備 ･施設が充実している大
学
17）遊休している施設や設備がない大学
18）競争的外部資金獲得の勉強会がある
大学
19）新任者の研究室立上げ資金制度＆若
手研究者サポート制度がある大学
20）業績 ･成果評価を年俸に反映する大
学
21）研究重点教員の任期制のある大学
22）研究重点教員の留学制度のある大学
③企業体としての私立大学の理想像
1）流行に左右されない実績に基づいた
確固たる教育ポリシーのある大学
2）グローバルスタンダードで経営判断
･運営ができる大学
3）常に定員を上回る入学者を確保でき
る大学
4）18 歳人口だけに依存しない財務体質
のある大学
5）学納金だけに依存しない財務体質の
ある大学
6）職員のプロフェッショナル化を目指
す大学
7）全ての大学構成員が学べる環境のあ
る大学
8）五現主義（3現主義：現場 ･現物 ･
現実＋ 2原主義：原理 ･原則）が浸透
している大学
9）各課の連携ができ現場の声が経営陣
に届く風通しのよい大学
10）職域 ･職務に対する自覚を持ち責任
ある行動が取れる戦闘集団的な大学
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11）最適化された事務組織がある大学
12）教員組織と職員組織が学部横断組織
で協働できる大学

④地域交流の場としての大学の理想像
1）美術館を新設し図書館にカフェを増
設しそれを市民に開放する大学

2）社会人向けの授業をゆるやかに開放
する大学

3）コンベンションホールを新設し頻繁
に市民講座を開催する大学

4）高級な設備を格安に貸し出しする大
学

5）コミュニティデザインに関する窓口
を設置する大学

6）世代を超えた交流ができ様々な年齢
層が学内を闊歩する大学

7）病院、薬局、保育所、スーパー、テ
ナント、公園がある大学

8）災害時の非難場所になる大学
9）農地を新設し市民に開放する大学 
10）地域イベントの学内誘致と学生によ
る学内イベントの企画立案 ･運営がで
きる大学

11）学生 ･教職員が地域イベントへ積極
的に参加する大学

12）学内ゼロエミッション化を目指す大
学

13）心身リフレッシュ空間を提供する大
学

以上の項目の答申があり、各項目には具体的
な施策や意義づけを記載している。これらの中
には非現実的な提案も散見するが、本答申の補
足に「現状分析や理想への道筋（方法論）は
WGに課せられたミッションの範疇外」とある
ことから、諮問に対して正当に答申したもので
あった。
答申の総括において、「10 年後生命力溢れる

大学として本学が存続するために必要なことは
ただ 1点『大学全構成員の意識改革』」とし、
それは「人財の確保」であると明記した。さら
にその方法として、①現教職員の意識改革によ
る人財確保、②組織改変を伴う新規採用による
人財の確保（リストラ）を主張した。すなわち

理想的には①の方法であるが、意識改革の浸透
に期待がもてないため、「定員を確保できない
学科や非効率な事務部門は統廃合を進める（ス
リム化）」などの施策によって、自分自身がリ
ストラの対象に成り得るという危機感を煽る以
外に現教職員の意識改革の方法はなく、組織改
編は避けて通れない、と踏み込んだ発言に及び、
WGの総意として締めくくっている。2013 年
当時の危機感を露わにし、本学の存続と発展と
を真剣に模索し訴える有志の声であったといっ
てよい。
この答申自体は、中山学長から「ほぼ考えて
いたことが網羅されている」との評価のもと、
関係者に資料の配付があり、時をおかずに学長
講話においてこの概要をかいつまんでの説明が
あったという。要は、これらの優先順位を決め
ることであるが、なぜかその後この答申に対す
る検討は進まず、お蔵入りになったということ
である。次に述べる SEIP-Ⅱに内容と密接に関
連する項目も多く、本学の教育改革の経緯を示
す貴重な資料であるため、敢えてここに掲載し
た次第である。

５．第 2次教育改革WG（2016年 9月）

5.1  第 2次教育改革WG設置の目的
2016 年 4 月、本学に着任した筆者は、9月に
教育改革WG委員長を命じられ、本学の教育
改革に直接携わることになった。
本教育改革は、①キャリアセンター（仮称）
設立 16）にともなう基幹キャリア科目群の見直
しと、② eポートフォリオの導入にその端を発
する。これらの問題は単に基幹キャリア科目と
総合教育科目に留まらず、教育の質向上、それ
にともなう学生の質向上などすべての教育課程
に波及する。すなわち、新カリキュラムの策定、
シラバスの改定、単位の実質化と成績評価の厳
格化など教育システム全般の再検討、情報の一
元化などについて本学の問題点を洗い出し、そ
れらを健全化すること、そしてマイナーチェン
ジに終わらないことなど多岐にわたった。また
18 歳人口の減少、大都市部の私立大学の定員
増加等による中小規模の地方私立大学の存立危

崇城大学　紀要　第 49 号10



機も相まって、10 年後を見据えた教育改革、
さらには事務システムを含めた大学改革が必要
となることも再確認された。

WGの使命は 2016 年 12 月までに教育改革の
骨子案を整理し、次の教育改革実施組織につな
げることであり、ここに SEIP-Ⅰに次ぐ大がか
りで実質的な第 2次教育改革へ着手することに
なった。以下に、WGが 11 月に答申した「崇
城大学教育改革骨子」、および「崇城大学教育
改革答申」に沿って述べ進めていきたい。

5.2  第 2次教育改革WG答申
5.2.1  答申の構成
本学全体の教育システムを再検討し、スピー

ド感をもって教育改革を推進する必要性があっ
た。そのため、WG発足から 2ヶ月半の議論
（検討会 9回）を経て、11 月に答申をまとめ
議事録を添えて提出し、筆者が常任理事会（現、
学長諮問会）にて説明した。答申の構成は、次
のとおりである。
1 部　総論
2部　 キャリアデザイン教育機構の設置に

ついて
3部　 「SOJOポートフォリオシステム」

（仮称）の導入
4部　 上記 2部、3部に連動する教育改革

の検討事項について
5部　展望

以下に、各論の概要を述べておくこととする。
5.2.2  総論
第 1に本学の立ち位置、つまり本学の社会的

な責任の確認とその決定である。本学の活動を
教育と研究のどちらに、またその主たる活動範
囲を地元、国内、海外のいずれに、より比重を
置くべきなのか、その意志を決定した上で、大
学全体の達成目標、教員の達成目標、職員の達
成目標、学生の達成目標を明確にし、それらの
成果の集大成としての「崇城ブランド」を内外
に宣言し発信することの重要性を述べた。
第 2に、具体的な検討項目として、教育組織

の再編（総合教育センターを含むキャリアデザ
イン教育センター〈EIWGではキャリア教育推
進センター〉の設立、総合教育・専門基礎教

育・基幹キャリア教育の統合化など）、科目の
精選と必修化、科目の配当年次、科目間連携、
授業内容と方略のシラバスへの明示、1学期間
における履修科目数削減による学修の集中化と
効率化（CAP制）、教室・課外学修環境の整備、
情報の一元化にともなう教育支援システムの改
善などが、最低限必要であることを述べた。
これらの施策の実施によって教職員の意識改
革を図り、学生とともに主体的な学修教育活動
をおこなう体制を整え、活力あるキャンパス活
動とその成果とを学内外に強力に発信（HP、
大学案内、保護者会や人材開発研究会などでの
ミニプレゼンテーション、修論・卒論の公開審
査会、各種プロジェクトの公開報告会など）す
ることで、ステークホルダーである保護者の負
託に応えるとともに、受験生、企業にも「崇城
ブランド」を知らしめることができることを強
調した。
第 3に本教育改革のスケジュールとして、
2016 年末までに全学に周知し、年明け速やか
に後継実務組織を立ち上げ、教育改革の骨子の
もとに実施方策を検討し、最速で 2018 年度に
は運用を始め、Ⅰ期を 4年間とするⅡ期 8年間
にわたる中期的な教育改革を目指すことを提案
した。
第Ⅰ期（2018～21 年度）では「学修させる
大学づくり」、つまり学修させるための教育方
略や仕掛けの開発と試行とによって学修する習
慣を身につけさせ、日常的に学修する学生を育
成し、学生の修学姿勢を崇城大学の文化とする
ことを目標とした。第Ⅱ期（2022～25 年度）
では「主体的に学修する大学づくり」、つまり
修得した知識と技能を道具として活用し、学修
成果を内外に発信できる学生の育成とそれを支
援できる崇城大学を創出し、その成果を「崇城
ブランド」とすることを目標とした。
5.2.3  キャリアデザイン教育機構の設置につい

て
EIWGが提案したキャリア教育推進センター
は、初年次教育、キャリア教育、キャリア実践
教育（インターンシップ、コーオプ教育〈学内
の授業と学外での就業体験型学修とを組み合わ
せた教育プログラム〉）、人間科学教育、専門基
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礎教育、および就職実務の支援など、入学時点
から卒業までの学生支援を一括して担当するセ
クションである。つまり、エンロールメント・
マネジメント（Enrollment Management）に近い
学生支援を展開することになる。
一方で、当時は「キャリア教育＝就職対策」

という誤解が先行し、キャリア系科目の増加が
専門科目を圧迫する、あるいは大学の就職専門
学校化などの理由で、キャリア教育に対して拒
絶感や忌避感を抱く大学教員は少なくなかった。
しかしキャリア教育とは、学生が①「解のない
問題」を発見してその原因について考え、最適
解を導くために必要な基礎的・専門的知識と汎
用的能力および専門的能力を修得し向上させる
こと、②実習や体験活動をとおして、それらの
知識や能力を実際に使う質の高い効果的な教育
をおこない、それらをツールとして身につける
こと、③そしてこれらを活用して社会に貢献し、
継続的な将来設計（キャリアデザイン）をおこ
なえるよう育成することである。
①～③は、質の高い学士課程教育によって達

成される。つまり教員と学生とが意思疎通を図
りつつ、学生同士が論拠をともなった議論検討
をおこない、相互に刺激を与えながら知的に成
長する課題解決型（PBL：Project〈Problem〉
Based Learning）などの能動的学修と双方向の
授業形態とによって、学生の思考力、表現力、
発信力、協働力、リーダーシップなどを引き出
し、それらを伸ばす教育が重要になっている。
また学士課程教育は正課授業だけで完結する

ものではなく、例えば、プロジェクト活動、イ
ンターンシップ、コーオプ教育、ボランティア、
社会体験活動、そしてクラブ・サークル活動な
どの正課外活動や留学経験などは、学生の学び
への動機付けを高めるという教育効果をもって
おり、これらのプログラムも併用することが望
ましい。
したがって、既存のキャリア教育で展開する

限られた科目のみでこれをおこなうのではなく、
学士課程教育カリキュラム全体を横断するキャ
リア教育：CAC（Carries Across the Curriculum）
をおこなう必要がある。結果的にそれらは学生
が自らの人生を切り拓くための最大の財産とな

ることを、教職員は共通して理解しなければな
らない。そして学生が生涯学び続ける習慣や主
体的に考える能力を身につけ、予測困難な時代
の中で、可能な限り、いかなる状況にも対応で
きる人材に育てることは、学士課程教育の使命
といっても過言ではない。既存の総合教育セン
ターを新設構想のキャリアセンターに統合する
ことは、そのスタートと捉えることができるも
のであった。
今日、ユニバーサル化した大学における教育
に大学の特色や強みを生かした探究型の学修を
加えることで、知識基盤社会を生き抜くための
汎用的技能の修得を図る、という広義のキャリ
ア教育が求められるようになった。大学は生涯
を通じた持続的な就業力の育成を目指し、教育
課程の内外をとおして社会的・職業的自立に向
けた指導等に取り組むことが必要であるとして、
2011 年に文部科学省は、
（社会的及び職業的自立を図るために必要
な能力を培うための体制） 
第四十二条の二　大学は、当該大学及び学
部等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後
自らの資質を向上させ、社会的及び職業的
自立を図るために必要な能力を、教育課程
の実施及び厚生補導を通じて培うことがで
きるよう、大学内の組織間の有機的な連携
を図り、適切な体制を整えるものとする。

との大学設置基準の改正 17）をおこなった。つ
まり、大学におけるキャリアガイダンス（職業
指導）を組織的かつ計画的な取組で実施するこ
とが義務化され、大学と教職員の役割が大きく
変化した。本学においても、学士教育課程の活
動全体をとおしてキャリアガイダンスを充実し、
学生が安心して学び、自己の適性や生き方を考
え職業を選択し、円滑な職業生活に移行（大産
接続）できるよう努めなければならなくなった
のである。
キャリア教育推進センターをこのような位置
づけにするためには、センター単独の活動では
総合的な学修と学生支援とは困難であり、全学
的な支援体制が不可欠となることは言を俟たな
い。そのためにキャリアデザイン教育機構を設
置し、そのなかに「キャリアデザイン教育セン
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ター」と「キャリア支援センター」を設ける構
想案を示した。
なお 6.4 で後述するが、この構想は大学組織

の大規模な改変をともなうため、現時点では執
行部で慎重かつ相当なる議論が必要であること
を申し添えた。
5.2.4  「SOJOポートフォリオシステム」の導

入
学生が自然に PDCAサイクルを回す習慣を

身につけ、学修エビデンスにもとづく自己評価
と相互評価とによる振り返りを誘発し、その結
果としての学修意欲の促進を図る目的で、e
ポートフォリオの導入を提案した。すでに本学
では紙媒体での「入学時自己診断シート」「学
生面談カルテ」「学期末活動報告書」が運用さ
れていたが、それらの情報の共有と活用が連携
できておらず、その改善が求められていた。
また一部学科を除いて学生にノート PCの所
持を義務化しており、eポートフォリオを運用
するインフラもある程度整っていたため、「今
週の活動とトップニュース」と授業アンケート
と連動して作成する科目ごとの「学修到達度レ
ポート」を新たに設けることを提案した。
5.2.5  教育改革に連動する検討事項
「上記 2部・3部に連動する教育改革の検討

事項について」では、
（1）カリキュラムの改定について
1）「履修済み不合格」18）の即時全面
廃止

2）教育目標の設定（大学、学部、学
科、科目群、科目）

3）CAP制の検討（課外学修時間の確
保）

4）4学期制（変則 2学期制）の検討
5）開講科目の検討
課題解決型（PBL）などの能動的学
修の展開

6）科目フロー（カリキュラムマッ
プ・ツリー）の可視化と公開

（2）シラバスの改定
1）項目の設定
2）複数担当者の科目は同一シラバス
3）シラバスのデザイン、検索方法、

見やすさ（PDF化）
（3）その他の検討事項について
1）学年暦、時間割、シラバスの作成
は、教務部主導で年内作成
2）履修時期改定の検討
3）1年次前学期からノートパソコン
所有を完全義務化
4）教室・学修環境の整備
5）情報の一元化
6）情報伝達の厳密化を図るために新
たに全学的な会議の新設
7）FD委員会の活動を主体的かつ実践
的なものに転換
8）新たな教育改革実務組織として
「教育改革推進部（仮称）」を時限
的に設置

など、多くの検討課題があることを示した。
5.2.6  展望
最後の「展望」では、今次の教育改革には以
下の方向性を含むことを示した。
①学修意欲の触発と増進
②人間性と教養の重視と創造力の育成
③教育方法の改善と教育組織の再構築
④伝達すべき知識の量の精査と質の検証
⑤基礎的汎用的能力教育の充実とキャリア
デザイン教育の推進
⑥専門基礎の重視
⑦実務教育の充実による産学連携の推進
⑧国際化への対応
⑨教職員の更なる意識改革と学生自身の意
識改革

そして本教育改革の背景と展望、そして改革
の眼目について、
今日の大学において、学生は基礎を嫌い、
マニュアル主義に陥り、学修過程を軽視し
結果を重視する傾向にあり、学ぶ意欲や自
学自習の習慣など修学姿勢の欠如、目的意
識のないままでの大学入学、これに加えて
社会常識が身についていない学生が著しく
目立つようになってきたといわれる。しか
しこれまで我々はその表層を理解するにと
どまり、「自主的・主体的に行動を起こす
ことが、学生にとっては、いかに困難で勇
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気が必要なことであるか」という深層認識
を社会全体が看過していたことは否めない。
いまや学生を励まし、自信や活力、希望や
目標といった知的好奇心の涵養を図り、意
欲の触発と人間力の涵養を目的とする側面
こそ、学士教育課程の目標のひとつである
ことは疑いない。学生に「人間力」や「社
会人基礎力」に示される項目で不足するも
のに自ら気づかせ、そしてその克服を実行
し、不足している能力や技術を身につける
ための仕掛けづくり、教職員の学生への修
学支援に対する更なる意識改革、そしてそ
の結果として自己改革を持続して行える学
生を育て輩出することこそが本改革の眼目
である。

と綴った。

5.3  その後の展開
本答申が承認され、2017 年の年明け早々に

実動組織を立ち上げて、答申の本格運用に備え
て細部を検討することが決定した。キャリア教
育推進センターの名称については、キャリアデ
ザイン教育機構（総合教育センター、就職部）
の一部とし、将来構想としては①キャリアデザ
イン教育機構、②学生支援機構（教務部、学生
部、図書館）、③研究支援機構（各研究所、地
域共創センター）＋αの 3機構の組織体制構築
の継続検討がおこなわれることになった。
その後の日程として、理事会での概要報告、

学部長・学科長への説明会（事務系部長・課長
を含む）、教職員全体への説明会が実施され、
SEIP-Ⅱに引き継がれた。

６．第2次教育改革SEIP-Ⅱ（2019年4月）

6.1  SEIP-Ⅱの検討項目
教育改革WGの後継組織として、2017年2月、

教育担当副学長を統轄責任者とする第 2次教育
改革 SEIP-Ⅱが発足し、以下の項目の実施検討
がおこなわれることになった。
検討項目 0： 組織の再編と効率化および人

事
検討項目 1：カリキュラム編成

検討項目 2： キャリアデザイン教育機構設
置

検討項目 3： SOJOポートフォリオシステ
ム構築

検討項目 4：情報の一元化と共有化
検討項目 5：教室の学修環境整備
なお、2018 年 4 月に開始予定であった第 2
次教育改革 SEIP-Ⅱは、全体的な調整と学科の
作業進捗の問題から、一部試行はするものの、
1年先延ばしして 2019 年 4 月に正式に開始す
ることになった。

6.2  検討項目 0：組織の再編と効率化および人
事
ここでは、当初以下の検討がおこなわれる予
定であった。
・法人部門と教学部門の分割
・教育系人事案の早期作成
・学内役職者の早期選定
・キャリアデザイン教育機構設置に伴う組
織改編の原案作成
・全学教授会、学部会の設定
・教職員部長会会議等の設定
・学内手続（出張書類等の窓口、作成書類
の一本化）
・人事手続
・規程整備
・教員評価のあり方
これらの事項については教育改革と密接なも
のもあるが、法人マターの項目も含まれ複雑に
なる可能性が高く、本検討事項以外の 1～5の
項目の進捗に応じて検討する方針に転換した。
以下に、具体的に検討した 3事項とその概要を
記しておく。
①「教務委員会規程の改定」については、教
務委員会はこれまで学科長が委員であったため、
教務に関する事項以外も協議されることが多
かった。学科長の業務は教務関係以外にも、教
育改革、学科運営、学生指導（教育、就職）、
学生募集等多岐にわたり、今後はこの SEIP-Ⅱ
をスムーズにおこなうために、各学科のカリ
キュラム等に詳しい教務委員を学科長とは別に
編成し、教務委員会を本来の教務関係の実施委
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員会とするために規程の改定をおこなった。
②「年度初めの全学集会〈仮称〉の開催」に

ついては、まず SEIP-Ⅱ改革の周知のために全
教職員が集まる全学集会を開催した。これを契
機に全学部会のような全教職員が一堂に会し、
前年度の反省と今年度の目標などについて、学
長、教務、学生、就職、入試の各部長が報告し、
全教職員が情報を共有できる会合設定の提案を
おこなった。
③「大学協議会の充実（SEIP-Ⅱ改革案の審

議等）」については、SEIP-Ⅱコアメンバー会
議で検討した内容について、スピード感をもっ
て審議するための場として大学協議会を提案し
た。

6.3   検討項目 1：カリキュラム編成
ここではカリキュラム編成そのものの検討だ

けではなく、これに関連性のある項目を含め、
15 項目にわたる検討がおこなわれた。以下に、
その項目と概要、および経過を簡潔に整理して
おく。
①「教育目標の設定」については、総合教育

センターと学科の DP（Diploma Policy：卒業認
定・学位授与の方針）、CP（Curriculum Policy： 
教育課程編成とその実施方針）、AP（Admission 
Policy：入学者受入れの方針）をすべて見直し、
とくに DPは「知識・理解」「汎用的技能」「態
度・志向性」に分類し表現を統一したが、いま
顧みれば稚拙な分類であった。現在、「7．教育
マネジメントWG」で後述するように、DP、
CP、AP全体の再検討が進んでいる。またこの
DPは、2017 年度からの新シラバスで各科目と
の関連を明記するようにし、2018 年度実施の
ポートフォリオ「学修到達度レポート」による
振り返りとのリンクを目指すことにした。
②「CAP制」については、2019 年度から単

位の実質化を図る第一段階として、すべての学
科で年間に履修登録できる単位数を 50 単位か
ら 46 単位に減じることにした。本来であれば、
厚生労働省指定のコアカリキュラムがある薬学
科を除いて、年間 40 単位が上限と考えている。
なお学期外となる夏冬春期休暇中の集中講義科
目の単位数は、CAP制から除外することとし

た。
③「4学期制（変則 2学期制）の試行」につ
いては、各学科で 4学期制（1科目週 2コマ授
業）に適した科目（主に基礎科目）を選定し、
限定した形で実施した。薬学部からは、受講者
へのアンケート結果で有効との評価結果が示さ
れた。
④「教育目標に沿った開講科目の再検討」に
ついては、従来の 4教育課程（総合、専門基礎、
基幹キャリア、専門）を基礎教育課程と専門教
育課程の 2教育課程に統合する案と、各学科新
カリキュラムの一次案の作成を完了した。また
数学、物理、化学などの基礎科目と専門科目と
を結びつける「数理工科目群」を新たに検討す
るWGを設置した。WGでは各学科の要望を
取りまとめ、総合教育の担当教員と検討し、
2019 年度の実施に向け検討を始めたが、学科
の特性もあって進展は難航した。2020 年度に
検証を始めたが、コロナ禍で一時中断となり、
現時点に至るまで再開できていない。
⑤「地域社会、産業界などの教育目標への学
外視点の取入」については、PBL型の初年次
教育「SOJO基礎」をスタート科目とする
「SOJOプロジェクト科目群」19）において、企
業が提供する課題を解決する授業を導入する予
定であった。2019 年度からの実施に向け SOJO
プロジェクトWGで原案が作成されたが、学
科の特性の違いと理解度の温度差によって難航
が予想された。現時点において本WG自体が
存続しておらず、学科の動向と実績とを把握で
きていない。
⑥「教育目標に沿った学科科目フローの作
成」については、各学科のフォーマットでカリ
キュラムマップを作成済みで、それらを共通の
フォーマットで作成し現在に至っている。
⑦「科目の精選、スリム化、PBL型科目の
導入」については、各学科において再検討し科
目の統合や配当年次の見直しをおこない、一定
度の進展があった。PBL型科目については、
徐々に採用されている。
⑧「時間割の作成」については、授業外学習
時間や課外活動時間の確保を目的とした 2019
年度からの時間割作成（5時限目には授業を配
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置しない）を目指し、2018 年度より新時間割
を実施する。また総合教育の人間科学分野の科
目を同一時間帯一斉開講とし、各科目の履修学
生数を均等化するための各科目約 70 名の定員
制度を設けた。
⑨「履修規程の再検討」については、別表の

改定を 2019 年度から一斉に実施できる準備が
整った。また 2018 年度から、卒業研究を通年
の履修登録とすることが決定した。
⑩「成績報告システムの改良」については、

2017 年度後期より、Web上での成績確認を実
施できるようにし、成績開示までの期間短縮が
可能となった。
⑪「判定会議のあり方」については、「履修

済不合格」の即時廃止と前期後期での成績判定
確定は実施済みとなった。前後期の授業回終了
後に再試験期間を設定するとともに、2018 年
度から成績の公表後に学生からの意義申し立て
期間を設定し、その後に成績を確定することと
した。
⑫「共通業務（学年暦の作成、入試やイベン

ト等の実施日程）の整備」は調整が遅れており、
正規卒業と年度内の追加卒業を一本化すること
は合意できた。また学年暦は、年度初めに半年
間の行事日程の提示を改め、1年間分を提供す
ることを要請し改善された。
⑬「教養講座」については、外部講師の招聘

を改め、2017 年度から総合教育センター教員
を講師とする改革案を試行した。2018 年度は
学科教員の講師参加も了承済みで、2019 年度
からは市民には「市民教養講座」を提供し、学
生には前期「SOJOセミナー」として再編成す
ることにした。
⑭「若手教員の教育力向上のための FDと

FD委員会のあり方」については、大学の教員
は基本的には教育業績ではなく研究業績をベー
スに採用されることが多く、本教育改革を担う
ためには学生への向き合い方を研修し、教育力
を向上させる必要性が確認された。そこで、教
育経験の少ない若手教員に、2017 年度より新
人 FD研修会を実施している。また、FD委員
会を教育カリキュラム編成のチェック機関と位
置づけ、2018 年度のシラバスチェックを組織

的に実施した。
⑮「学生公認欠席情報のシステム化」では、
公認欠席届は学生が科目担当教員に直接持参す
る方法であったが、教員の不在などにより公認
欠席情報が遅延するケースがあるため、学内便
での伝達システムを構築した。なお公認欠席の
規程化（履修規程に追加が適切）が必要なこと、
公認欠席を認める主体は大学なのか、科目担当
教員なのか、現行の『学生便覧』での説明では
学生に不利益が生じるため、改正の必要性を示
した。しかし現時点に至るまで、遅々として解
決できていない。

6.4  検討項目 2：キャリアデザイン教育機構設
置
ここでは SEIP-Ⅰ開始以来の懸案となってい
るキャリア教育推進センターに関して、前出
5.2.3「キャリアデザイン教育機構の設置」を踏
まえたうえで、以下の 6項目について検討した。
①キャリアデザイン教育機構の部門と業務
の内容
②総合教育センターとキャリアデザイン教
育センターとの関連
③総合教育センターのカリキュラム編成
④キャリアデザイン教育センターのカリ
キュラム編成
⑤本格機構運用としての機構準備室
⑥キャリアデザイン教育機構長の役割
上記②③④については、2019 年度開始の
キャリア教育のカリキュラムは完成しており、
総合教育センター教員とキャリアデザイン教育
センターのキャリア系教員とで担当の予定であ
る。またキャリアデザイン教育機構の各部門の
構想と業務案の概略については、【図 1】を参
照されたい。
但し、キャリアデザイン教育センターの設置
は、「検討項目 0」の「キャリアデザイン教育
機構設置にともなう組織改編の原案作成」と連
動しており、また 5.2.3 で述べたように、筆者
は全体としてこの項目は現在の本学の組織の在
り方からみて難しいと判断していた。したがっ
て、いましばらくは「キャリアデザイン教育機
構」の設置は見送り、総合教育センターを基礎
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教育部、共通教育部等に改称し、次いで現在の
緩やかな分野別のグループ制から課程主任を置
く修学基礎教育課程、数理（基礎）教育課程、
英語（基礎）教育課程、教職教育課程の 4教育
課程に再編成して、各課程が教育責任を担うこ
とを提案した。

6.5  検討項目 3：SOJOポートフォリオシステ
ムの構築

ここでは、複数の eポートフォリオの集合体
である「SOJOポートフォリオシステム」20）

の構築に関する経過報告と、残る課題の検討を
おこなった。
2017 年 1 月、5種類のポートフォリオの開発

について 3社に対して競争見積を実施し、ポー
トフォリオ開発実績の評価が高い A社による
システム開発と、その後のメンテナンスについ

て A社関連企業の B社が決定した。2018 年 2
月から、「学生面談カルテ」「入学時自己診断
シート」「今週の活動とトップニュース」「学修
到達度レポート」（授業アンケートとの接続を
含む）「学期末活動報告書」の試行負荷テスト
をおこなった。3月に全学説明会を実施し、学
生向けマニュアルも作成して、4月よりシステ
ムの本格運用を開始した。そのうち「学生面談
カルテ」には、4月末で約 1200 件以上の入力
があった。
このシステムの運営は当初から現在に至るま
で教務課が担当しているが、データの分析や評
価はおこなっていない。今後、データの集計と
分析、および可視化については、総合情報セン
ター、IR（Institutional Research）室そして総合
企画室の関与が必須条件となるが、現在もこの
問題は解決できていない。

【図 1】キャリアデザイン教育機構案
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6.6  検討項目 4：情報の一元化と共有化
ここでは学内各部局に散在する様々な情報、

とくに教育情報の一元化と共有化について、以
下の検討と提案をおこなった。
総合情報センターにおける情報システムの現

状を把握し、集約すべき情報の種類（教務情報、
学生情報、就職情報、入試情報など）について
事務系全 14 課にヒアリングを実施し検討した
結果、総合情報センターの拡充と以下の所管業
務を提案した。
・学内情報の更新と管理（要望課及び学科
の要望に即した形で情報提供）

・学外情報の調査と分析（IR活動）
・学内ネットワークと情報末端の管理運営
・情報教育「情報処理基礎」の担当
・ICT業者との交渉と対応
また情報集約分析部門と IR活用部門の専門
職員として高等教育に精通した ICT技術者の
確保（採用）を要請したが、総合情報センター
と IR室との関係とともに実施できていない。
なお教学情報の共有化のための①学長スタッ

フ会議（学長、副学長、事務局長、教務、学生、
就職、入試の各部課長等）、②学部長会議（学
長、副学長、事務局長、学部長等）、③学科
長・課長会議（副学長、事務局長、学科長、課
長等）の設置を提案した。本件については、学
長から既存の組織との整合性を検討するよう指
示があった。そのため、①学長スタッフ会議＋
②学部長会議の機能を大学協議会の充実で充当
し、現在の教務委員会機能のうち学科代表会議
の要素を担当する「学科長・課長会議」を設置
することになった。

6.7  検討項目 5：教室の学修環境整備
ここでは教室を主とする学修環境の整備につ

いて検討し、提案をおこなった。
教室の稼働状況の現状把握と機器設備の点検

をおこない、教室整備（アクティブラーニング
対応）の必要性を確認した。その一環として、
2017 年 7 月に立命館大学（茨木キャンパス）、
広島経済大学、広島市立大学のアクティブ・
ラーニング対応教室等を視察し、新 D棟（現
SoLA）のアクティブ・ラーニング教室の什器

については選定の検討がおこなわれた。しかし
現時点においては、マイクやプロジェクターの
更新が進まない教室、また改善作業が完了した
にもかかわらず 30 名ほどの受講学生でWi-Fi
がつながりにくい教室もいまだに存在する。予
算の関係もあろうが、eキャンパスを目指して
早急な再点検と改善が求められる。
なお、教室使用予約システムの導入（総合情
報センターとの関係）、および災害時の具体的
な避難対策と関係部署への連絡手段とについて
は検討中であり、実施には至っていないことを
報告した。

6.8  その後の状況
2016 年の教育改革WGの設立の際、筆者は
学長、副学長、事務局長に対して、「改革」と
はマイナーチェンジをおこなう「改善」ではな
く、本質的な転換を含むフルチェンジであるこ
とを説明した。つまり、「改善」とは「ある問
題」を現状肯定の立場から改めることであり、
「改革」とは現状否定の立場で「ある問題」に
対処することである。この違いを明確に理解し
たうえで、同年 9月に検討が開始された今次の
教育改革は、WGと SEIP-Ⅱメンバーによる検
討を経て、1年遅れたものの 2019 年 4 月から
実施することになった。
しかし、その改革の内容と進捗とを顧みると
き、本章で述べてはきたが、実施を決定し実践
している項目はあるものの、実践が不十分な項
目、いまだ検討中の項目、検討すらできていな
い項目が数多くあり、その整理、検証、検討は
覚束なく、そして展望がまったく見えない。し
かも SEIP-Ⅱメンバーの任期が 2018 年 3 月末
で終了し、その後継メンバーが指名されなかっ
たため、どこが今次改革の責任部署となってい
るのか不明となった。つまり改革開始の 2019
年度を待たずに、改革推進の組織が消滅したこ
とになる。実態は非公式ではあったが旧メン
バーで運営（SEIP-Ⅱ推進会議）を続けながら、
再三再四にわたって新メンバーの選定と委嘱を
統轄責任者に要請したにもかかわらず、回答は
なくその理由もわからないままであった。要請
自体が上局に伝えられなかったのか、あるいは
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受け入れられなかったのであろう。いずれにし
ろ本学にはそのような教育改革推進システムの
構築と継続して実施する姿勢がみられないこと
がわかり、強い失望と危機感を覚えた。
改善と改革とを継続的に進めるためには、教

職員の一層の意識改革も必要であるが、これま
でのようなタスクフォース的なWGだけでは
なく、改革を推進し点検する機能をもつ常設の
改革担当部署を設置する必要がある。そこで改
めて、改革の審議プロセス組織の設立の提案を
おこなった。それが「学長直轄もしくは常任理
事会直轄の常設の教育改革担当部署の設置」で
あり、以下にその主たる役割について記してお
きたい。
・学部、学科の利害を超え、かつ学生の利
益を優先すること

・本学が抱える教学に関する懸案事項（教
育、入試、就職、学生指導等）をセクト
的に検討するだけではなく、教学全体に
有機的な結びつきをもつ方針を提案し検
証すること

・継続する改革の方針案や項目案を策定し、
学長および常任理事会に定例報告をする
こと

・大学協議会で改革方針案や項目案を説明
し、審議の上、全教職員にその情報を発
信すること

それらを担当するために、①「教育改革推進
会議」の再設置、もしくは②常設の「教育改革
推進本部」と、6.6 でも述べた③「学科長・課
長会議」の新設についての検討を要請した。①
は 2011 年 11 月に発足し、全学的教育改善に関
する問題について議論して、教務委員会等へ提
案するWGであるが常設ではない。そこで③
をその常設部局として新設することで、教育現
場（学科）と実務事務局の連携を図ることが可
能となり、その上局として学長もしくは常任理
事会直轄の教育改革推進本部をおき、改革のス
ピードと精度を高めるために規程案を添えて提
案をした。
しかし遺憾なことに、①は実施されず、②は

検討もされなかった。そして筆者が改革実行に
もっとも期待していた③は、当初の目的である

教育改革の推進とはまったく異なる別の意味合
い（学科と事務局からの情報提供や意見交換）
をもつ緩やかな会議体として発足し、いまだに
議決権どころか運営の規程もない。学科長と事
務局課長がメンバーである教職協働の場として
本来議論すべきことは多いはずなのだが、議題
がないと称して休会になることも少なくない。
結局は③の存在意義は薄れ、教務委員会で諮ら
れた審議事項を学科に持ち帰って検討し、その
結果を教務委員会で報告・検討するという旧態
のままのシステム、つまり先祖返りになってし
まった。
以下は旧稿 21）でも述べたことだが、SEIP-

Ⅱは教職員個々人、学科、部局単位の自主性だ
けに依存する改革になってしまい、活動状況の
共有化が図られず、組織的に改革を推進するこ
とも検証することもできずに今日に至っている。
その結果として、教職員は改革全体の進捗状況
や問題点の確認ができないばかりか、改革その
ものへの関心さえ薄れており、改革に携わった
ひとりとして強く懸念している。これまでの教
育改革を敢えて例にすると、本学では改革の答
申を作成し公表することが教育改革そのもので
あり、しかもその時点で改革が完結したかのよ
うな奇妙な事態が常態化しているのである。

７．教学マネジメントWG（2022年）

7.1  教学マネジメントWGの発足
2022 年度前期に、本学のあるべき教学体制
全般を検討するための教学マネジメントWG
が発足した。具体的には、「教学マネジメント
指針」22）に示された以下の各項目についての
検討が役割という。
①「三つの方針」を通じた学修目標の具体
化
②授業科目、教育課程の編成と実施
③学修成果、教育成果の把握と可視化
④教学マネジメントを支える基盤（FD、

SD、教学 IR）の確立
⑤情報公表
これらを PDCAサイクルで示すと、①は P、

②は PD、③は C、④は Aとなる。つまり、改
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善すべき本学の問題点をほぼ網羅することにな
る。
2022 年 10 月、教育産業 C社による「教学マ

ネジメントについて」、教学マネジメントWG
の「本学での教学マネジメントの取組と今後の
流れ」と題する説明会が開催された。教学マネ
ジメントについての知識が不足する、あるいは
関心がなかった教職員にとっては、そのイメー
ジや基礎的な知見を得るためのよい機会であっ
た。一方で教育産業に説明を委ねたことは、
WGが自身の言語と文脈で説明できないことを
露呈した印象を受け、後述するWGのミスリー
ドを暗示したかのようでもあった。それはとも
かく、12 月には「本学における教学マネジメ
ントの全体像」と題する本学の基本方針につい
てWGから 2回目の説明会があり、ようやく
本学も教育の質保証の具体的な活動を開始する
ことになった。
ただ上記の 1回目のWGの説明には、学科

DPと学士力（とくに汎用的技能）に関する誤
解というか理解不足が含まれており、12 月の 2
回目の説明会でもそれらは修正されなかった。
これらの説明会の内容については事前に教学上
の審議機関である大学協議会（学長、副学長、
学部長、各部長、事務局長、課長等）での説明
は一切なく、学長諮問会（学長・理事長、副学
長、常務理事、理事、事務局長等で構成する旧
常任理事会）と理事会（評議員も含む）、つま
り経営部門において了承されたものであった。
しかし以下に述べるWGのミスリードを学
長諮問会と理事会のメンバーの誰もが指摘でき
なかったことは、些か深刻な事態であるかのよ
うに思えてならない。以下に、その項目と事情
とについて述べておくことにする。

7.2  教学マネジメントWGの誤解
7.2.1  学科 DPに関する誤解
1つはWGが「学科のDPを廃止」して、「学

修目標を設け、教育課程で学ぶ専門的内容を示
す」という方針を提示したことである。一方で
全学 DPと学部 DPは存続し、「全学 DP － 学
部 DP － 学修目標 － 到達度目標」という階層
的な関係を構築しようとした。問題は、なぜ学

科 DPを廃止し、全学・学部 DPは存続させる
のか、ということである。
学科 DP、学修目標、到達度目標との関係は、
次のように考えておくべきであろう。
・学科は大学の要請に応じて、「学科 DP
（卒業要件、学位授与要件）をブレイク
ダウンした「学修目標（教員目線）」を
もつ科目を設定し配当する
・学修者は科目の「学修目標＝科目の到達
度目標（学生目線）」の 60％以上の達成
で合格し、その積み重ねの 124 単位以上
で卒業して学士号を取得する

すなわちこれら 3者の関係からして、卒業要
件である学科 DPは不可欠ということになる。
そもそも文部科学省は教学マネジメントを支え
る基盤のひとつとして、「3つの方針（DP、CP、
AP）を通じた学修目標の具体化」23）を掲げて
いるのである。
次に全学 DP、学部 DP、学科 DPのうち、ど
れが実質的な DPであるかについて理解してお
く必要がある。本学の規模は小さいものの、工
学部、情報学部、生物生命学部、芸術学部、薬
学部という大きく異なる専門分野を抱えており、
統一した全学 DPを策定することは難しい。ま
た 1学部 1学科である情報学部、生物生命学部、
薬学部と、機械工学科、ナノサイエンス学科、
建築学科、宇宙システム工学科のように目指す
専門性が異なる独立性の強い複数の学科で構成
する工学部とでは、学部 DPの意味が異なるこ
とは明白である。そして我が国の大学は学科体
制で組織される場合がほとんどで、入学試験と
カリキュラムとは学科単位で構成されている。
さらにはこれまでの各大学の DPの内容が抽象
的で形式的な記述にとどまり、相互に関連性が
ないものが多かったため、社会への公開・発信
の観点からも、より具体的に記述することが求
められていることをも踏まえると、学科 DPの
策定こそが最も重要であることは疑う余地もな
い。
なお本学は 1学部 1学科と 1学部複数学科の
編成になっており、前者には薬学部を除きコー
ス制があるため、これを学科とみなして DPを
策定する必要もある。また学科によっては、学
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年途中から緩やかなコース制を採用している場
合もあるため、その場合の DP策定にも配慮す
る必要があろう。
7.2.2  学士力、とくに汎用的技能に関する誤解
2 つ目は「学士力」、そのなかでも「汎用的

技能」の問題である。2回目の説明会では、全
学 DPについて以下の 4項目の提示があった。

DP1【知識・理解】
　 専門領域で発揮できる応用力を備える上
で求められる、専攻分野の知識及び人
文・社会・自然科学分野の教養的知識を
体系的に身につけたもの

DP2【汎用的技能】
　 社会で活躍する上で求められる、コミュ
ニケーション・スキルや情報リテラシー、
論理的思考力をはじめとする汎用的技能
を身につけたもの

DP3【態度・志向性】
　 現代社会を生きる上で求められる、健全
な倫理観や自己管理力、協働性を身につ
けたもの

DP4【統合的な学習経験と創造的思考力】
　 本学での学修を通じて身につけた、専門
的・教養的知識、汎用的技能、健全な倫
理観に基づいて、課題発見とその解決が
できるもの

一見してわかることだが、これらは 2008 年
の「学士課程教育の構築に向けて（答申）」24）

において、「各専攻分野を通じて培う学士力 ～
学士課程共通の学習成果に関する参考指針～」
の要約そのものである。答申はその作成経緯に
ついて、
大学設置の規制を緩和したり、機能別の分
化を促進したりすることで、個々の大学の
個性化・特色化を積極的に進めてきた結果、
大学全体の多様化は大いに進んだ。しかし
ながら、学士課程あるいは各分野の教育に
おける最低限の共通性があるべきではない
かという課題は必ずしも重視されなかった。
（中略）分野横断的に、我が国の学士課程
教育が共通して目指す学習成果に着目した
ものであり、我が国の学士課程の多様な現
実（アメリカのリベラル・アーツ型から医

歯薬学教育等の職業教育まで）を踏まえる
必要があるという認識に立ち、できる限り
汎用性があるものを提示するよう努めた。
参考指針は、どの分野を専攻するのか、将
来像答申の掲げる諸機能のいずれに重点を
置くのかを問わず、それぞれの大学、学
部・学科において、自らの教育を通じて達
成していくもののとして受け止めていただ
きたい。

と、述べている。学士課程教育において共通し
て目指す学士力を全学 DPに採用するのはよい
が、それだけではどこの大学の全学 DPなのか
まったくわからないし、逆にどこの大学にでも
当てはまる全学 DPということになる。つまり、
肝心な各学科の専門性が見えない、ということ
である。
とくに「汎用的技能」の例として、機械工学
科の「機械加工スキル」を挙げ、「旋盤、フラ
イス盤、ボール盤等の工作機械の原理及び使用
方法を身につけ、機械図面で要求される事項を
満足できる機械加工ができる」との説明があっ
たが、これは汎用的技能、つまりジェネリック
スキルではなく、機械工学科の専門技能である
ことは誰の目にも明らかであろう。
したがって全学 DPを策定するのであれば、
本学が実学系大学である特性を示すために専門
性に関わる項目を別途設定する必要がある。例
えば、全学 DPに「確かな専門力（専門性）」
「高度な専門力（専門性）」などの項目と、そ
の説明として「専門分野における知識・技能を
有している」「専門分野における知識・技能を
活用できる」などを加えるべきである。つまり、
「基礎的汎用的な知識の理解と技能の修得」と
「専門基礎的な知識の理解と技能の修得」とに
分けて設定することで、この問題は解決するは
ずである。
近い将来、大学の外部認証評価は現在の機関
別認証評価から分野別認証評価（機関別も併
用）に移る可能性が高い。また実学系の大学は、
専門職大学や大学院だけではなく、専門職の学
科・学部が主流となる可能性もある。そのとき
のことも見据えた構想を立案し、その準備作業
としても、全学 DPを策定するのであれば、専
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門分野を意識した項目を設定しておくことは自
明である。そのためにも、基本的な制度設計を
確実におこなっておくことが重要で、WGには
その任を全うする責務がある。
なお専門分野における能力については、日本

技術者教育認定機構（JABEE）の技術者に求め
られる能力を育成する教育課程の適格認定基準
である「日本技術者教育認定基準 個別基準
2019 年度～」25）、また日本学術会議「大学教
育の分野別質保証のための教育課程編成上の参
照基準」26）が参考になる。

7.3  その後の状況
筆者は前述した学科 DPと汎用的技能に関す

るWGの誤解についての質問をおこなったが、
2022 年 12 月 23 日にその他の教職員の質問と
あわせて全教職員に対しての回答があった 27）。
学科 DPについては、
教務委員会で策定した全学ディプロマ・ポ
リシー（案）の文言を学部ごとにブレイク
ダウンした学部ディプロマ・ポリシー
（案）を策定し、学科ごとにはその学部
ディプロマ・ポリシーを具体化した「学修
目標」（案）を定めて、「学修目標」（案）
を達成した者に学位を授与する」という形
のディプロマ・ポリシーにすることを想定
していました。それが、様々な先生方のご
意見を受けて、学科ディプロマ・ポリシー
（案）を策定する（そして、学部ディプロ
マ・ポリシーは策定しない）ということに
方針転換しました。

という説明があり、傍線部からWG内において、
学科 DPと学修目標との関係性の理解に混乱が
あったことが窺える。しかし学科 DPは策定す
るが学部 DPは策定しないとする方向転換の具
体的な根拠説明は、一切示されなかった。
また汎用的技能については、専門分野の基礎

的技能についても DP2（汎用的技能）に含むこ
とを前提とする、というまたしても誤った回答
が繰り返された。しかしその後に再検討された
ようで、半年以上を経た 2023 年 9 月、教務委
員会から以下のように全学 DPの修正案が提示
された 28）。

DP1　基礎的・汎用的知識と技能
　 社会人として備えておくべき、人文・社
会・自然科学分野の教養的知識、並びに
コミュニケーション能力やリテラシー、
論理力をはじめとする汎用的技能を身に
つけたもの

DP2　専門的知識と技能
　 専門領域で発揮できる応用力・実践力を
備える上で求められる、専攻分野の知識
及び技能を、体系的に身につけたもの

DP3　人間性・社会性
　 現代社会を生きる上で求められる、健全
な倫理観や自己管理力、協働性などの人
間性・社会性を身につけたもの

DP4　応用力・実践力
　 本学での学修を通じて身につけた知識及
び技能並びに人間性・社会性を駆使して、
専攻分野の課題を発見し、その解決策を
導くことができるもの

これによると DPの項目が全面的に変更され、
とくに DP2 に「専門的知識と技能」が設定さ
れた。今後、文言の加筆修正等がおこなわれ完
成するものとみられ、先に示したWGの役割
である①「『三つの方針』を通じた学修目標の
具体化」が、ようやく固まりつつある。
では次に取り組まなければならない②授業科
目、教育課程の編成と実施、③学修成果、教育
成果の把握と可視化、④教学マネジメントを支
える基盤（FD、SD、教学 IR）の確立、⑤情報
公表などに向けてどのように展開するのであろ
うか。以下に、これらの見通しと若干の要望を
述べておきたい。
②については、現時点において 2019 年度カ
リキュラム、つまり SEIP-Ⅱの第Ⅰ期の点検評
価はおこなわれないまま新たな編成があるよう
で、その実施は早ければ 2024 年度、慎重を期
せば 2025 年度になりそうである。
③については、学修と教育の成果の把握は学
生の成績（直接評価）が主となるだろうが、自
己評価（間接評価）との組み合わせを検討しな
ければならない。つまり、数値化できない DP
項目をどのように扱うかである。そしてこれら
の可視化は次の教育改善への手段であって、可
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視化自体が目的ではないことを強く認識してお
く必要があろう。手段が目的化することは、よ
くあることである。
④については、教職協働を進めるためにも

FDと SDの統合化、情報の一元化と共有化、
IR部門の物理的な充実、これらを管轄する教
育行政専門の教職員で構成する常設の部局設置
など、抜本的な組織改革が必要である。
⑤については、①～④の情報をどのように公

開するべきかであるが、自己点検報告書、大学
HP、入学案内は最低限の媒体である。そのほ
かに、現在の大学紀要を本学の教育プログラム
や教育成果と課題などを報告する教育研究の紀
要として再編成すること（例えば、『崇城大学
教育研究』）、さらには多くの大学で実施してい
ることでもあるが、定期的に学外にも公開する
「FD・SDフォーラム」や学生を交えた教育
フォーラムなどを開催するくらいの開けた構想
が望まれる。

８．おわりにかえて

2023 年 6 月、第 3期中長期計画 29）の公表と
その説明会があった。ポスト AI時代の知の拠
点を見据えて、「社会人に必須の基礎的・汎用
的な知識・技能」と「変化の流れの早い時代を
生き抜く力－幅広い視野・普遍的教養・学際的
知識・向上心・アントレプレナーシップ・レジ
リエンス－」などを備えた有為な人材を育成し
輩出するとともに、地域社会のニーズに即して、
教育研究の成果を積極的に還元する大学を目指
す、という内容である。異論があるわけではな
いが、トレンドになっている AI時代へのごく
一般的な対応が述べられるにとどまり、何かに
特化した本学独自の特徴的な教育施策が提示さ
れたわけでもなく、どの大学でも使える内容に
なっている。
また説明会では、前回の 10 年にもおよぶ中

長期計画、そして SEIP-Ⅰ・Ⅱをどのように分
析し評価したのか、その評価は今回の中長期計
画にどのように生かされたのか、今後の実行計
画にどのように生かしていくのか、これらにつ
いての説明がないため、この計画設計の思想と

プロセスが皆目わからない。要するに、これま
での本学の教育と経営活動に関する検証がおこ
なわれないまま、新たな中長期計画が策定され
たということになる。
このような本学の体質は、教員の評価におい
てもみられる。教員は教育研究等評価制度 30）

のもとに、「崇城教育刷新プログラム（SEIP）
と関連した教育目標と関連する客観的指標とそ
の実施計画、及び実績」、そして教育、研究、
社会貢献に関する目標と実績・成果報告の提出
が義務化されている。提出すると、当該教員へ
の面接もなく、半年以上も経過してから簡潔な
コメントとランク判定の通知がある。その評価
手続き自体にも問題はあるが、教員が作成する
実績報告書をもとに問題点の抽出と整理をしな
いため、大学全体でそれらの価値の高い情報を
共有できず、次なる教育改善に生かせないこと
は大きな損失である。
厳しく評価すると、単に教員の教育研究の評
価をおこなっているというアリバイづくりの制
度になっており、教員の自己評価データを分
析・整理して、教職員全体の共通情報として教
育改善に生かそうとする発想も構想もない、と
いうことになる。このままでよいはずがなく、
大学にとって評価報告書の作成は教員個人の
FDであるとともに、その情報収集の手段でも
あり、その先の目的が何であるのかについての
再認識と再確認が必要であり、早急な検討と改
善が望まれる。
本学の大学改革、教育改革が不全となる本質
的な問題、そして何が原因であるか、すでに自
明であろう。これまで本稿で示したことではあ
るが、ここで再整理しておくと、
1．本学の立ち位置を明確にしなかったこ
と
2．改革の目的、方針、実施案計画等の答
申や作文の完成で満足したこと
3．改革の組織的な運用と点検評価体制の
ために、教職員が兼務ではなく教育行政
の専門職として所属する改革推進組織を
設置せず、情報の一元化と共有化とを図
らなかったこと、換言すれば、教育改革
と改善に関するデータの宝庫を分析する
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常設の部局がなく、それを担う人材の育
成を怠った付けが回ってきたこと 31）

4．私立大学等改革総合支援事業の選定基
準に関する設問項目の点数獲得に目を奪
われた付け焼刃的な施策の多くが、形だ
けのアリバイづくりになったこと

5．目的を達成するための手段が、いつの
間にか目的そのものに変質したことに気
がつかなかったこと

などが主たる原因とみられる。
さらに述べると、教職員の意識改革の問題が

ある。改革自体に無関心な教職員もいるが、積
極的に取り組もうとする教職員は決して少なく
はない。しかし以下に述べるような事情によっ
て、意識改革が物理的に困難になる場合がある。
例えば、教職員のなかには既存の考え方・価値
観による制約をもつことがある。考えぬいて行
動しても旧態依然とした価値観に潰されてしま
うという不安、また何を提案しても最終的には
役職者が判断するので裁量権はないという、格
差による制約の認識である。そして上司や上局
から「やりすぎ」「言いすぎ」などと評価され
ることを恐れ、「飛ばされる、干される」とい
う身の危険を考えるようになる。そうなると
「いわれたことをやればいい」という、ネガ
ティブな発想や行動に陥る体質が組織内で醸成
される。そして通常業務はもちろんのこと、改
革においてもその目的が抜け落ち、目的達成の
手段をおこなうこと自体が目的と化し、形骸化
への危険性が生じてくる。本学がこのような事
態に陥っているかいないか、ここで述べるまで
もなく明らかで、この現実の再認識と同時に、
それらを払拭する職場の環境づくりが必要であ
る。
6.8 で少しく述べたが、これらの結果、教育

改革は個々の教員や職員任せ、あるいは学科任
せにとどまり、進捗と達成状況、問題点などの
情報の全学的な共有化が阻まれ、改革を推進す
る持久力も損なわれてしまった。そして大学組
織としての内省（点検評価）もないまま、こと
ば遊びの空虚な改革を再生産する「PDPDサイ
クル」に陥っている。
本学の学生は学期末ごとに、科目のシラバス

に記載される「学生の到達度目標」について、
その達成度の自己点検評価をおこなう「到達度
レポート」（内省）を履修科目すべてにおいて
作成し、担当教員はこれらに眼をとおして授業
改善をおこなっている。しかし教育する大学側
が組織体として、先述した教員の自己評価報告
を生かすことができないとは、「何をか言わん
や」である。突き詰めると、それらが本学のガ
バナンスとマネジメントの構造とどのように関
わっているのか、という問題にたどり着く。
そしてこれが肝心なのであるが、執行部が目
先だけの成果にとらわれず、粘り強い忍耐力と
持久力とをもって改革に取り組む持続可能な体
制づくりが、いかに重要であるかを強く認識し、
それに向かい合うことができるか、ということ
である。教育改革は教職員だけではなく、学生
も意識改革をしなければならない。そのために
学生が参画せざるを得ない教育的な仕掛けづく
りをおこなうのであり、在学生全体の意識や姿
勢がおおよそ改革の方向に向かうには、1クー
ル 4年間の時間は最低限必要となる。また教育
改革の成果は即座に現れるものではなく、在学
4年間、そして卒業後の社会人としての 5、6
年間、短くとも 10 年間ほどの時間を要すると
いう、当たり前のことを理解することである。
本学の教育改革は、他大学に比べて少々遅れ
たスタートであった。しかし遅れたことは決し
てマイナスではなく、先行する大学の改革内容
とその状況を評価分析して、本学にとって必要
なこと、できることを峻別し、それらを本学独
自のものに仕上げ、スピード感をもって継続的
に推進することが可能であったはずである。こ
れも別稿 32）で述べたことだが、SEIP-Ⅰおよ
びⅡの主要項目は、①科目の精選と必修化、授
業内容と方略、科目間連携、配当年次、学修の
集中と効率化、②教学情報の収集、分析、発信
の一元化、③学修環境の整備など、実は当然の
ことばかりであった。奇をてらった改革を標榜
するだけではなく、トレンドに目を奪われ他大
学のツールをコピー＆ペーストするのではなく、
また改革のための改革でもない。ましてや、補
助金目当ての施策、そして目先の成果だけにと
らわれるものではなかったはずである。
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今日まず必要なことは、本稿を批判する前に
本学の立ち位置を明確にし、そのもとに学内の
限りある人的資源と叡智とを結集して、中長期
計画（第 1期・2期）と SEIP-Ⅰ・Ⅱを検証す
ることである。そこに魅力ある優れた大学教育、
つまり学士課程教育を実現できる可能性を再発
見できるはずである。教育改革の成否は、改革
のすべては学生（学修者）のため、学生本位の
ものであることを、本学の構成員全体が自分事
としてどれだけ認識し、着実で確実に、そして
組織的に進めることができるかにかかっている。
それが本学の生き残ることができる唯一の方法
である。
近い将来には、その成果として、学科の DP

と CPとを超える目標を、自らが策定し実践で
きる学生が集うキャンパスが生まれることに期
待したい。本学の教育改革がそのためのもので
あることを切に祈念するし、有志諸兄姉による
真の改革の遂行を願っている。この成功なくし
て、次のステージである「大学変革」への道は
開けない。

補注および参考文献

1） 専攻分野についての専門性を有するだけでなく、
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審議会「我が国の高等教育の将来像（答申）」
（2005）、
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育 GP）」に統合され、2013 年には「大学教育・
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事業」が実施されている。2023 年には、理工系
人材育成戦略にもとづいて、①公私立大を対象
に理工農系の学部・学科の新設・再編や定員増
に初期投資として最大 20 億円程度、②国公私
立大と高専を対象に高度なデジタル人材を育成
する大学院・学部の定員増などに 10 億円程度
の助成をおこなう「理工農系学部拡充の支援事
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校を選定した。

6） 中山峰男（2015）「教育改革と教育研究評価に
ついて」『私学経営』、486 号
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学独自の教育システムの確立」、つまり既存と
常識にとらわれない新たな教育システムの構築
の趣旨に沿ったものであったにもかかわらず、
SEIP-Ⅰの段階で廃案となった理由がいまだに
不明である。

 　例えば、本学の工学系の学生プロジェクトで
あ る「Sojo Project F」「SOJO RoboCons」「エ コ
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チブ」（Conceive〈考え出す〉、Design〈設計す
る〉、Implement〈実行する〉、Operate〈操作、
運用する〉）に通じるものであるが、それへの
理解が不足していたものとみられる。もちろん
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理由は不明だが、本学の中長期計画の経緯を示
すためにも、最初の中長期計画の掲載は当然の
ことである。

12） 前掲補注 1）に同じ
13） 文部科学省 HP、教育再生実行会議「これから

の大学教育等の在り方について（第三次提
言）」（2013）、

 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shisetu/029/attach/1338022.htm、2023 年 8 月 30
日閲覧

14） 崇城大学 HP、『令和 4年度 大学機関別認証評価 
自己点検報告書（日本高等教育評価機構）』
（2022）、

 https://www.sojo-u.ac.jp/about/docs/158e13d5e6874f
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日閲覧
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16） 前掲補註 7）に同じ。EIWGは社会人教養部・
基礎教育部・事務部から構成する「キャリア教
育推進センター（基礎教育部）」を新設し、全
学共通キャリア教育（全学共通 SOJOオリジナ
ルキャリア教育、リメディアル教育「基礎数
学」）を総合教育、学科、就職課の協働で実行
する答申をおこない、それが基幹キャリア教育
として実施されることになる。但し EIWGが提
案した「キャリア教育推進センター」の新設構
想、およびその機能等そのものについては、前
掲補註 10）で示したように、筆者はこの時点で
まったく知らなかった。

17） 文部科学省 HP、「大学設置基準及び短期大学設
置基準の改正について」（2010）、

 https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.
mext.go. jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/
houkoku/1289824.htm、2023 年 9 月 2 日閲覧

18） 「履修済み不合格」とは、不合格となった科目
について次学期以降の再履修（授業出席）を免
除し、学期末の試験を受けて合否の判定を受け
ることができるグレーな学生救済措置である。
このルールの廃止は 2017 年度であるが、ある
学科は懸念を抱き、その理由として再履修科目
と正規年次科目の時間帯重複により時間割が組
めないこと、留年学生の増加が見込まれること、
進級率・卒業率が悪化すること、ひいては受験
者減少につながるおそれがあることなどを挙げ
た。これらの懸念が、「履修済み不合格」の存
続理由にならないことは自明であろう。さらに
大きな問題は、その学科の履修規程にこの「履
修済み不合格」が存在しないことであった。存
在しないルールで成績判定を進めること自体、
成績評価、ひいては卒業判定のプロセスに重大
な欠陥があるといわざるを得ない。

 　この問題を教職員がどのように理解すべきか
について、2016 年の「教育改革WG答申」に記
したことを以下に再掲しておく。

 　成績報告締め切り日以降や次学期、ましてや
年度を遡っての判定によって合格とし、その結
果として進級や卒業を認めてきたことは、大学
設置基準に抵触しているか、もしくはグレーで
ある（2014 年度の文部科学省 AC委員会報告書
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で実例大学を挙げて改善意見として公表してい
る）。これを即刻廃止し、履修の定義を遵守す
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行われず、研究面では論文抜刷や発表資料の提
出義務もない。ましてや評価担当者によるこれ
ら全体に対する教員個々へのヒアリングもなく、
書類審査と所属する学科長との検討だけで評価
判定がおこなわれ、ときには最終審査で評価が
逆転することもあったというが、いかがなもの
であろうか。この制度が意味をなさないという
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